
令和５年度  部活動方針 

木津川市立木津第二中学校 

１ 目的 

(1) 活動を通して、学校教育目標を体得させ人格の育成を図る。 

(2) 同じ興味や関心を持つ仲間が集まり、学年・学級をこえた集団の活動で、主体的・積極的な活動を通し

て連帯・友情・礼儀など好ましい人間関係を育てる。 

(3) 日々の活動を通し、心豊かで潤いのある生活を作る文化的・体育的活動を創造し、生涯にわたり続けら

れる活動を目指す。 

 

２ 設置部活動 

［体育系］ 野球・サッカー・バドミントン・男子バスケットボール・女子バスケットボール 

      男子バレーボール・女子バレーボール・卓球・陸上・男子ソフトテニス 

      女子ソフトテニス・駅伝 

［文化系］ 吹奏楽・サイエンス・美術 

３ 部の設置と休部・廃部 

(1) 部の設置及び休部は学校体制として考え、顧問等を考慮して学校長が最終決定する。 

(2) 設置する部は、体育系統・文化系統とする。 

(3) 設置は年度当初とする。 

(4) 設置できる部は、長期的な視野に立ち、活動が継続できることを考慮する。 

(5) 設置は、多くの生徒が活動を希望し、部活動の三つの目的を充足するとともに指導する教師がいること

が必要である。 

(6) 生徒数減少により、廃部制度の導入を検討し、令和６年度より廃部制度を実施する。 

 

４ 入退部・転部 

(1) できる限りいずれかの部に入部し、活動を行うことが望ましいが、任意加入制である。 

1 年入部時に入部届を担任に提出する。 

 (2) 自分自身の意志で部を選択する。 

(3) ３年間続けて活動することが望ましいが、やむを得ない場合は転部を認める。その際は、保護者と担任

の先生、顧問の先生とよく話し合うこと。 

(4) 新設時及び休部中の部が年度当初で活動を再開する場合は、２・３年生の転部を緩和・許可する。 

 

５ １年生仮入部 

(1) 仮入部については、手続きは不要とし、できるだけ多くの部活動を体験できるようにする。 

(2) 仮入部期間中の１年生の部活動時間は、1６:４５まで（最終下校１７:００）とする。 

(3) 入部届を早期に提出しても一斉ミーティングの後、本入部扱いとする。 

(4) 仮入部期間中は、土日祝の活動と春季練習大会には参加しない。 

 

６ 活動時の約束 

 (1) 活動全般について 

① やむを得ず欠席する場合は顧問の先生に連絡すること。 

② 活動時間、最終下校時間を守る。 

③ 平日の更衣は教室、荷物の保管は活動場所で行う。 

④ 年間を通じて、スポーツドリンクを飲用しても良い。なお、登下校時に買うことは禁止する。 

⑤ 休日の練習試合等は弁当を持参し、校外で購入したり、食べに帰ることは禁止する。 

⑥ 休日の活動時は、裏門・通用門を開けないので、正門を利用する。鍵や用具は顧問の先生から受けとる。 

⑦ 休日の活動時間は、原則として 7：00 以降とし、その時期の最終下校時間を活動終了の目安とする。 

⑧ 体育館の使用は、ローテーションを行う。ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞの使用は、必要に応じて調整する。 

 ⑨ 練習前と練習後の手洗い、消毒を徹底する。（消毒液に関しては、設置されているものを使用する） 

 



(2) 服装等について 

① 活動時の服装は、学校指定の制服と体操服及び防寒着、各部のユニフォーム、各部指定のＴシャツと 

ｳｨﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰと、白のﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄＴｼｬﾂに限る。 

※ 白のﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄＴｼｬﾂの使用について（平成２７年度に部長会で決定） 

 ○（使用可） ×（使用不可） 

色 白のみ 白以外の全ての色 

形 

半そで、長そでのみ ﾉｰｽﾘｰﾌﾞや５分丈など 

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ  

場所はどこでも良い 
ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ以外の全て 

えり首 丸型、Ｖﾈｯｸのみ タートルネック、ハイネック 

ライン ライン入りは全て不可 

＜使用の時間＞  

・平日と土日の部活動で木津二中生徒のみの練習 → ○ 

・大会時（春練習大会・夏季大会・秋季新人大会） → × 

・練習試合や他校との合同練習（場所は木津二中でも） → × 

    【理由】他校生徒の目に触れるため（木津二中の姿を正しく見てもらうため） 

※これは登下校の時も含む。平日は制服で登下校することに変わりなし。 

② 休日の活動時の登下校はジャージやユニフォームでもよい。（平日は制服） 

③ 防寒着に関しては各部で共同購入したｳｨﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰの使用を原則とするが、活動において生徒の体調管

理の面からやむなく他の防寒着（ベンチコートなど）の使用が必要であるならば、顧問・部活動担当と協

議の上、使用可能とする。 

④ 休日及び長期休暇中に顧問の先生からの指示があった場合のみ、自転車通学者以外の生徒も学校のヘル

メットを借りた上で自転車の使用を許可する。 

 

(3) 朝練習について 

① 朝練習については、本年度より原則実施しないものとする。 

② ただし、下記期間のみ、必要とする部活動に限り許可する。 

  ・入学式後～春季大会終了まで。（１年生は不可） 

  ・夏季総体・秋季新人大会・駅伝大会のそれぞれ２週間前から大会終了まで。（１年生参加可能） 

  ・吹奏楽部については、各種コンクール等２週間前からコンクール等終了まで。 

③ 活動可能時間は７：3０～８：１０とする。（消毒および片付けを含む） 

※ 時間的に余裕を持って朝学活を迎えられるように更衣を行うこと。朝学活に遅れないように！ 

④ 使用した鍵や用具等は、責任を持って８：２０までに職員室に返却すること。 

⑤ 制服もしくは活動着で登校し、更衣は活動場所か教室で行う。8:2５までに必ず更衣すること。 

 

 

(4) 下校当番・戸締りについて 

当番は次の仕事を、責任を持って行う。 

① 北校舎・中校舎・南校舎の各教室、廊下、トイレ、渡り廊下の消灯と窓を閉めて鍵をかける。体育館は

出入り口の鍵がかかっているかを確認する。 

② 下校点検をする。 

・通用門と正門と裏門で、最終下校のチャイムが鳴り終わった時点で門の中にいる生徒の名前と部名を下

校日誌に記入する。（どのような理由に関わらず氏名を記入する） 

・下校日誌は、顧問の先生の確認を受ける。（その時、違反者がいれば報告をする） 

③ 当番は１週間続けて行い、順番で交代していく。ただし、事情がある場合は、他の部と交代しても良い。 

④ 体育館の戸締り当番は、後半使用の部を基本として体育館使用の部で行う。 

・使用エリアについては、使用した部が責任をもって行う。 

・戸締り当番の部は、すべての窓が閉まっているか確認をした上で消灯し、入り口の鍵を閉めて職員室に

返却する。部活終了のチャイムが鳴ってから５分以内で返却する。 

 



(5) ルール違反があった場合について 

下校遅れを含め、ルール違反があった部は、ミーティングを開き、顧問の先生と今後の活動について検 

討する。ミーティングでは次の内容について話し合う。必要に応じて、部長会で報告をする。 

① 違反事実の確認と報告 

② 違反者の反省 

③ 部全体の反省と今後の活動について検討 

 

７ 活動時間 

 (1) 練習時間は、平日は２時間程度（朝練習を含む）、土日祝日は３時間程度とする。 

  ※練習時間とは、準備や片づけ、ミーティング時間を除き、身体活動を伴う活動時間とする。 

 (2) 長期休業中は土日祝日に準ずる。 

 (3) 大会やコンクール等により３時間程度を越えた場合は、その後の練習時間の短縮や休養日の追加を行う。 

 (4) 平日の活動時間は以下の時間とする。 

 ４月～１０月新人戦まで １０月（新人戦以降） １１～１月 ２月 ３月 

朝練習 ※指定された期間のみ。７：３０～８：１０（片付け、消毒も含む） 

終了時間 １７：１５ １６：４５ １６:３０ １６:４５ １７:１５ 

完全下校 １７：３０ １７：００ １６:４５ １７:００ １７:３０ 

       

８ 活動計画 

 (1) 年間活動計画 

  

月 大 会 等 主な学校行事 月 大 会 等 主な学校行事 

 

４ 

 

春季大会 

 

 

始業式 

入学式 

 

10 

相楽新人大会 

山城駅伝大会 

 

中間テスト 

体育大会 

 

５ 

 

 校外学習(1 年) 

修学旅行(3 年) 

 

11 

 

府駅伝大会 

 

 

期末テスト 

 

６ 

 

相楽陸上大会 

山城陸上大会 

 

期末テスト 

 

12 

  

 

終業式 

 

７ 

 

 

相楽総合体育大会 

山城大会・府大会 

 

終業式 

 

１ 

 始業式 

 

８ 

 

近畿大会・全国大会 

吹奏楽コンクール 

始業式  

２ 

  

 

学年末テスト 

 

９ 

 

 文化発表会  

３ 

 校外学習(2 年) 

卒業式 

修了式 

 

(2) 月間活動計画 

  予定表を部活毎に作成し、前月の２０日までに校長の確認を得て、当該部員及びその保護者に配布する。 

  その際に「休養日」及び土日祝日等における「活動開始・終了時刻」を明記する。 

 

９ 休養日 

(1) 水曜日と土・日どちらかを含む週２日以上を休養日とする。 

(2) 大会・行事などへの参加により土・日曜日に休養日が設定困難な場合は、他の曜日に設定する。 

(3) 学校行事や定期考査の日程等により、水曜日に設定することが不適切な場合は、他の曜日に設定する。 

(3) 長期休業中における休養日は、活動場所確保等の観点から、水曜日に限定せず、月～金と土・日どちら

かを含む週 2 日以上とする。 


